
１．はじめに 

 「消費者を主役とする政府の舵取り役」としての消費者行政を一元化するため

の新組織の創設は、消費者の不安と不信を招いた個々の事件への政府全体の対

応力の向上を目指すのみならず、明治以来の日本の政府機能の見直しを目指す

ものである。明治以来、我が国は各省縦割りの仕組みの下それぞれの領域で事

業者の保護育成を通して国民経済の発展を図ってきたが、この間「消費者の保

護」はあくまでも産業振興の間接的、派生的テーマとして、しかも縦割り的に

行われてきた。しかし、こうした古い行政モデルは見直しの対象となり、規制

緩和など市場重視の施策が推進されるようになった。その結果、今や「安全安

心な市場」「良質な市場」の実現こそが新たな公共的な目標として位置づけら

れるべきものとなったのである。それは競争の質を高め、消費者、事業者双方

にとって長期的な利益をもたらす唯一の道である。 

  消費者行政を一元化する新組織の創設はこの新たな目標の実現に向けて政府

が積極的に取り組むことを自らの行動を通して示すものに他ならない。それは

また、政府がこれまでの施策や行政の在り方を消費者基本法の理念である「消

費者の利益の擁護及び増進」「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」の観

点から積極的に見直すという意味で、行政の「パラダイム（価値規範）転換」

の拠点であり、真の意味での「行政の改革」のための拠点である。 


